
 

第７３回 近畿中学校総合体育大会柔道競技要項 
 

１．目    的  近畿中学校の生徒に広く柔道実践の機会を与え、力と技と武道精神の高揚を図り、

心身ともに健全な中学校生徒を育成すると共に、武道(柔道）の普及・振興と中学生

相互の親睦を図るものである。 

 

２．主  催  近畿中学校体育連盟・近畿各府県教育委員会・京都府教育委員会  

京都市教育委員会 

 

３．主  管   京都府中学校体育連盟・京都府中学校体育連盟柔道専門部 

 

４．後  援  近畿柔道連盟・（公財）京都府柔道連盟 

 

５．期  日  令和６年８月６日(火)         個人戦競技開始       １２：００ 

８月７日(水)         団体戦競技開始     １０：００ 

 

６．会  場  京都市武道センター 

         〒606-8323  京都市左京区聖護院円頓美町 46-2 ℡（075）751－1255 

                     【電車】京都市営地下鉄「東山駅」・・・0.9 ㎞ 

               京阪電車「神宮丸太町駅」・・・0.8 ㎞ 

 

 

７．日  程  (1) 令和６年８月６日(火)・・・[大会１日目] 

           ８：３０～ ９：００  役員・審判受付 （１階エントランス） 

           ９：００～ ９：３０  選手・監督受付 （２階エントランス） 

                    ９：３０～ ９：５０  個人・団体非公式計量  (旧武徳殿） 

                  １０：００～１０：３０  個人（男女）計量(旧武徳殿） 

          １０：３０～１１：００  団体（男女）計量(旧武徳殿） 

 

 

 

 

 

 

 

 １１：４０～       開会式 

１２：００～１６：００  男女個人戦 

                  １６：００～       個人戦表彰式 

        

 (2) 令和６年８月７日(水)・・・[大会２日目] 

           ８：３０～             開場 

                    ８：３０～ ８：４５  団体登録選手変更受付 

                    ８：３０～ ８：５０   変更選手のみ計量 

           ８：５０～ ９：１０  審判会議（１階会議室） 

          １０：００～             女子団体戦 

【 昼食休憩 】 

               女子団体戦終了５０分後  男子団体戦 

                          ～１６：００  団体戦表彰式 

 

 

  ９：００～ ９：３０ 審判会議（場所：１階会議室） 

                   参加者：各府県審判員・各府県専門委員長 

  ９：４０～１０：１０  監督会議（場所：１階補助競技場） 

             参加者：各府県専門委員長・監督 

             ＊コーチの参加は認めない。 

－ 柔道 3 － 

 

 



 

８．参加資格 (1)参加者は、各府県中学校体育連盟加盟校に在学し、学校長が参加を認めた単独校で 

編成されたチーム及び個人とする。 

       (2)各府県中学校体育連盟において府県代表と認められたもの。 

       (3)年齢は平成２１年（２００９年）４月２日以降に生まれた生徒に限る。 

       (4)参加者は、令和６年度近畿中学校総合体育大会（夏季大会）に、１人１種目の出場

であること。（他の種目には出場できない。） 

        (5)「近畿中学校総合体育大会拠点校部活動参加規程」の条件を満たしている拠点 

         校部活動の参加を認める。  

        (6)地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）において、参加資格の特例は次の通りとする。 

加えて (公財)日本中学校体育連盟が定める「令和６年度全国中学校体育大会地域スポ 

ーツ団体等（地域クラブ活動）の参加特例における競技部細則（14 柔道）」に準じる。 

≪ 学校教育法第１３４条校在籍生徒 ≫ 

１ 学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各府県中学校体育連盟の予選大会に

参加を認められた生徒であること。 

２ 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。 

（１）近畿大会の参加を認める条件 

ア 近畿中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 

イ 生徒の年齢及び修業年限が我国の中学校と一致している単独の学校で構成されていること。 

ウ 参加を希望する学校にあっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常継続的に当該校

顧問教員の指導のもとに適切に行われていること。 

（２）近畿大会に参加した場合の守るべき条件 

ア 近畿大会の開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、大

会の円滑な運営に協力すること。 

イ 近畿大会参加に際しては、責任ある当該校校長又は教員が生徒を引率すること。また、万一

の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対策を立てておくこと。 

 

≪ 地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）に所属する中学生 ≫ 

１ 地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）に所属し、各府県中学校体育連盟の予選大会に参加を認

められた生徒であること。 

２ 参加を希望する地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）は以下の条件を具備すること。 

（１）近畿大会の参加を認める条件 

ア 近畿中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 

イ 生徒の年齢及び修業年限が我国の中学校と一致していること。（中学校等に在籍している生

徒であること） 

ウ 参加を希望する地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）にあっては、日常継続的な活動が代

表者もしくは指導資格を有する指導者の指導のもとに、各府県で適切に行われていること。 

エ 『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』（令和

４年 12 月スポーツ庁・文化庁発出）の「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」を遵守していること。 

オ 当該競技を管轄する中央競技団体もしくは府県競技団体に登録されていること。かつ同じ内

容で各府県中学校体育連盟に登録していること。 

カ 各府県における予選会を含め全ての大会において、競技役員や審判など運営上必要な事項に

協力すること。 

キ 地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）で近畿大会（全国大会・近畿大会予選の位置づけと

なる各府県大会含む）に参加する場合、在籍中学校での大会参加は認めない。その逆も同様

である。また、他の地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）での参加も認めない。 

（２）近畿大会に参加した場合の守るべき条件 

ア 近畿大会の開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、大

会の円滑な運営に協力すること。 

イ 近畿大会参加に際しては、責任ある代表者や指導者が生徒を引率すること（引率・監督細則

４－②を適用する）。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全

の事故対策を立てておくこと。 

ウ 団体競技における地域スポーツ団体（地域クラブ活動）名での出場は１チームのみとする。

（複数のチームの参加は認めない） 

３ 参加を認めない場合 

ア 近畿大会参加申込に際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は、以降一切の参加を認

めない。 

 

－ 柔道 4 － 



 

 

(7)個人情報の取扱い（利用目的） 

大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、(公財)日本中学校体育

連盟「個人情報保護方針・規程」に基づき、取得する個人情報について適正に取

り扱う。また、取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要

なプログラム編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録

集）等、その他競技運営及び 競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加する各

選手はこれに同意する。 

 

９．監督及び  （1）参加生徒の監督・引率者は出場校の校長または教員、部活動指導員＊１とする。 

引率者     なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 
         （＊１→ここでいう部活動指導員とは、学校教育法施行規則第７８条の２に示されているもの） 

（2）個人戦のみ、引率者としての外部指導者を認めるので、令和５年８月１日（木)

までに手続きを行うこと。 

 

10．外部コーチ  外部コーチの条件は次の通りである。 

               ①当該校の校長が認めた二十歳以上。 

               ②年間を通じ、日頃から学校の部活動を指導している者。 

               ③中体連の大会運営に関して理解を示し、なお且つ協力的な者。 

④外部コーチは、中学校の教職員でないこと。 

               ⑤審判員に準じた服装をすること。 
※大会運営上支障をきたすと大会本部が判断した場合は､会場より退場をさせることもある｡ 

 

       本連盟が主催する大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外 

       部コーチ、トレーナー等は、「運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体 

       罰・セクハラ等に対する日本中学校体育連盟の対応（平成 29 年 11 月 29 日付平 29 

       中体連第 356 号）」に準じ、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等によ 

       り任命権者又は学校施設から懲戒処分を受けていない者であることとする。なお、 

       外部の指導者は、校長から暴力等に対する指導措置をうけていないこととする。 

 

 

 

－ 柔道 5 － 

 

 

《令和６年度全国中学校体育大会地域スポーツ団体等（地域クラブ活動）の参加特例における競技部細則 14柔道》 

１ 公益財団法人日本中学校体育連盟（以下、中体連）が定めた「全国中学校体育大会開催基準 ７参

加資格 参加資格の特例」に記載されている通りの手続きを行い、遵守する。  

２ 全国中学校柔道大会（以下、全中大会）における地域クラブ活動の参加細則を次の通りとする。  

(1) 各都道府県柔道連盟（協会）を通して全柔連に加盟、登録を済ませている。加盟、登録上、届

け出をしている所在地の都道府県で参加することができる。  

①チームとして「団体登録」を済ませている → 団体戦に出場可  

②競技者として「競技者登録」を済ませている → 個人戦に出場可  

③同一年度中は、最初に参加した所属チームからの変更は認めない。  

※ 中学校部活動の場合、転校等による所属の変更について、一部、参加制限がある。  

(2) 大会の引率、監督、帯同コーチは、全柔連公認指導者資格を有していなければならない。  

(3) 柔道修業期間を６カ月以上経過した中学生のみ、大会に参加することができる。  

３ 地域クラブ活動の指導者は、大会参加にあたり、各地区中体連が主催する説明会や研修会等に、

必ず出席しなければならない。  

４ 大会参加にあたり、上記参加資格特例条件に対して虚偽、違反、逸脱行為が発覚した場合は、同

一年度の地域クラブ活動の大会参加資格を取り消し、チーム及び該当所属選手 ともに令和６年度

内の参加を認めない。  

 



 

11．参加数  （1） 団体戦 

①男女各府県３チームの合計３６チームとする。 

                ②男子チームの人員は、監督１名、コーチ１名、選手７名以内とする。 

                  ③女子チームの人員は、監督１名、コーチ１名、選手４名以内とする。 

             (2) 個人戦 

男女各府県（男子８階級、女子８階級）２名ずつの合計１９２名とする。また､

体重区分は次の通りにする。 

                  （男子）５０ｋｇ級、５５ｋｇ級、６０ｋｇ級、６６ｋｇ級、７３ｋｇ級、  

              ８１ｋｇ級、９０ｋｇ級、９０ｋｇ超級 

                  （女子) ４０ｋｇ級、４４ｋｇ級、４８ｋｇ級、５２ｋｇ級、５７ｋｇ級、 

                          ６３ｋｇ級、７０ｋｇ級、７０ｋｇ超級 

               

12．競技規則   (1) 国際柔道連盟試合審判規程（2024 年 4 月 1 日施行のルール）及び国内における

「少年大会特別規程｣による。 

          (2) 柔道衣は白色とする 

(3) （公財）講道館から正式に段位証書が交付されている有段者は黒帯を用いること。 

(4) 女子の有段者は、白線なしの黒帯を使用すること。 

 

13．競技方法   (1) 団体戦  

①男女とも１８チームによるトーナメント戦を行う。 

②男子は１チーム５人制、女子は１チーム３人制により試合を行う。 

③チーム編成は、男女とも体重の重い者を大将とし、以下順次体重順とする。 

交代の選手と入れ替えた場合においても、同様に体重順とする。試合毎の選手 

位置の入れ替え及び一度退いた選手の再出場は認めない。 

④試合時間は３分間とし､代表戦における延長戦（ゴールデンスコア）は無制限と

する。 

⑤勝敗の判定基準は「一本」「技有」又は「僅差（『指導』の差２）」とする。 

⑥優劣の成り立ちは下記の通りとする。  

「一本」＝「反則勝ち」＞「技有」＞「僅差」 

⑦勝敗は、次の方法によって決定する。                          

               ア、チーム間における勝ち数による。 

                    イ、アにおいて同等の場合は、内容により決定する。 

                    ウ、イにおいて同等の場合は、１名による代表戦により決定する。 

    ⑧代表戦は任意の選手とし、判定基準は個人戦と同様とする。 

  ⑨代表戦で両者反則負けの場合には、両チームとも次の試合に進めない。 

 (2) 個人戦  

①男女とも各階級１２名によるトーナメント戦を行う。 

②試合時間は３分間とし、延長戦（ゴールデンスコア）は無制限とする。 

③勝敗の判定基準は、「一本」｢技有｣又は「僅差（『指導』の差２）」とする。

得点差が無い場合または、延長戦（ゴールデンスコア）により勝敗を決する。

延長戦（ゴールデンスコア）で新たに指導差がついた時点で勝敗が決する。 

④両者反則負けの場合には、次の試合に進めない。 

 

 

－ 柔道 6 － 

 

 



 

14．計  量   ①個人公式計量の前に個人・団体非公式計量（仮計量）を行うことを認める。 

         ②非公式計量は、時間内に自由に体重を測定することができる。 

③公式計量は指定された時間内に１回とし、再計量は一切認めない。 

④計量を受けなかった場合は大会出場を認めない。 

         ⑤個人戦、団体戦の両方に出場する選手は、２回測定を行うこと。 

         ⑥公式計量の服装について 

            個人戦 ・男子は下穿きのみ、女子は試合用Ｔシャツと下穿きとする。 

              ・下穿きの代わりに下着又はスパッツの着用を認める。 

          団体戦 ・男子は下穿きのみ、女子は試合用Ｔシャツと下穿きとする。 

            ＊個人戦、団体戦どちらの場合においても、包帯・サポーター等の着用は一切

認めない。 

         ⑦公式計量の実施方法については、次の通りとする。 

          個人戦 ・定められた階級の体重区分にない者は失格とする。 

                  ※別室計量を希望する選手は、係員に申し出ること。 

団体戦  ・チームごとに登録選手全員が測定を行うこと。 

                ・順番の入れ替え等があった場合は、当該チームの監督に通知する。 

 

 

15．柔道衣点検  ①試合当日、待機席への入場前に係員が目視で行う（IJF マーク含）。 

         ②現行の（公財）全日本柔道連盟柔道衣規格に合格した柔道衣（上衣・下穿・帯）

を着用すること。（赤枠認証マーク・認証番号） 

         ③柔道衣に必ずゼッケン(チーム名･名字入り)を縫い付けて出場すること。 

     （ア）布地は白(晒･太綾)とする。 

          （イ）サイズは、横３０㎝～３５㎝、縦２５㎝～３０㎝とする。 

          （ウ）名字(姓)は上側２／３、チーム名は下側１／３とする。 

          （エ）書体は太字ゴシック体とするが、明朝または楷書でも可とする。 

             文字色は、男子は黒色、女子は濃い赤色とする。 

          （オ）縫い付け場所は襟から５㎝～１０㎝下部の位置で、周囲と対角線を強い

糸で縫い付ける。 

           （カ）胸にチーム名の刺繍がある場合は、ゼッケンと一致していることとする。 

         ④女子は，上衣の下に白色又は白に近い色の半袖で無地のＴシャツ又は半袖のレ

オタードを着用すること。 

＊Ｔシャツのマーキングについては、全日本柔道連盟が定める規定（平成２５年

４月１日より施行）に準ずる。 

⑤柔道衣コントロールの際は、試合時に着けるサポーター等を着用し受けること。 
 

                        

16．表  彰    (1) 団体戦・個人戦ともに１位～３位までを表彰する。  

    参 加 賞    (2) 本大会登録選手（団体・個人）全員に参加賞を授与する。 

 

 

17．参加申込   (1) 選手申込は、所定の用紙により１部提出する。 

(2) 申込締切日：令和６年８月１日（木）のプログラム編成会議に各府県委員長が

持参すること。 

 

 

18．選手変更    (1) 団体戦･･･選手申込書提出後、選手の病気・負傷等で選手変更を必要とする場合 

               は、当該学校長から変更届を提出すること。変更届は大会１日目の受 

              付時に提出すること。 

なお、１日目個人戦での負傷等で選手変更をする場合は、８：３０

～８：４５の間に変更届を提出し、８：５０まで計量を受けること。 

(2) 個人戦･･･選手申込書提出後、理由を問わず選手の変更は認めない。 

 

 

－ 柔道 7 － 

 

 



 

19．宿  泊   宿泊については別紙「宿泊要項」による。適切な危機管理対応を確保するため、

必ず大会実行委員会指定の業者を通して申し込むこと。 

 

20．そ の 他   (1) 大会中の負傷・疾病については応急処置を施すがそれ以上の責任は負わない。 

また、補償措置については、学校からの参加においては、独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター法の定めを適用する。地域スポーツ団体等においては、チ

ーム代表者の責任のもと加入している傷害保険等の定めを適用する。なお、参

加者は健康保険証を持参すること。 

(2) 表彰式には次の学校（チーム）・選手が参加すること。 

                    １日目  表彰式： 個人戦各階級入賞者（１位～３位） 

                    ２日目  表彰式： 団体戦入賞チーム（１位～３位） 

(3) 台風等で警報が出そうな場合は、大会日程を１日で行う場合もある。 

(4) その他、諸問題が生じた場合は、専門委員長会議で審議し決定する。 

(5) 皮膚真菌症（トンズランス感染症）について、発症の有無を各所属の責任にお

いて必ず確認すること。感染が疑わしい、もしくは感染が判明した選手につい

ては、迅速に医療機関において的確な治療を行うこと。もし、選手に皮膚感染

症の感染が発覚した場合は、大会への出場ができない場合もある。 

(6) 脳震盪対応について選手及び指導者は下記事項を遵守する。 

①大会１ヵ月以内に脳震盪を受傷した者は脳神経外科の診察を受け、出場の許可

を得ること。 

②大会中、脳震盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは不可とす

る。（なお、至急専門医の精査を受けること） 

③練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること。 

④当該選手の指導者は大会事務局に対し、書面により事故報告を提出すること。 

         

21．連 絡 先   〒600 – 8302 京都府京都市下京区楊梅新町東入蛭子町 120-1   

TEL ０７５－３７１－２１００  FAX ０７５－３７１－２１６７ 

京都市立下京中学校内 

第７３回近畿中学校柔道大会実行委員会   中村 利之 

 


